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※新型コロナウイルスをはじめとする感染症拡大防止の
ため、今後株主総会の運営に大きな変更が生ずる場合
は、下記ウェブサイトにおいてお知らせいたします。
https://www.dik-net.com/

株主総会々場
大阪市西区土佐堀一丁目５番６号

大阪YMCA会館2階ホール

株主総会々場ご案内略図
TEL 06-6441-0893
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証券コード 5702
2022 年６月３日

株 主 各 位
大阪府大阪市西区土佐堀一丁目４番８号

代 表 取 締 役 山 本 隆 章社 長 執 行 役 員

第95回定時株主総会招集ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申しあげます。
さて、当社第95回定時株主総会を下記のとおり開催いたしますので、ご通知申しあげます。
なお、新型コロナウイルス感染症の感染が拡大している状況を踏まえまして、株主様にはご自身
の健康状況にご留意のうえ、株主総会への来場の要否をご判断いただきますよう、お願い申しあ
げます。
書面またはインターネットによる議決権の事前行使にあたりましては、お手数ながら後記の「株
主総会参考書類」をご検討いただき、2022年６月21日（火曜日）午後５時30分までに議決権
を行使いただきたくお願い申しあげます。

敬 具
記

１. 日 時 2022年６月22日（水曜日）午前10時
２. 場 所 大阪市西区土佐堀一丁目５番６号

大阪YMCA会館２階ホール
３. 目的事項
報 告 事 項 １．第95期（2021年４月１日から2022年３月31日まで）事業報告及び連

結計算書類並びに計算書類報告の件
２．会計監査人及び監査役会の連結計算書類監査結果報告の件

決 議 事 項
第１号議案 剰余金の処分の件
第２号議案 定款一部変更の件
第３号議案 取締役１名選任の件
第４号議案 監査役１名選任の件
第５号議案 取締役の報酬額改定の件

以 上
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◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出くださいますようお願い申
しあげます。
◎本招集ご通知の添付書類のうち、連結計算書類の「連結注記表」及び計算書類の「個別注記表」につきま
しては、法令及び当社定款第17条の規定に基づき、インターネット上の当社ウェブサイト
（https://www.dik-net.com/）に掲載しておりますので、本招集ご通知の添付書類には記載しておりま
せん。なお、本招集ご通知の添付書類に記載しております連結計算書類及び計算書類は、監査役及び会計
監査人が監査した連結計算書類及び計算書類の一部であります。
◎株主総会参考書類並びに事業報告、計算書類及び連結計算書類に修正が生じた場合は、インターネット上
の当社ウェブサイト (https://www.dik-net.com/) に掲載させていただきます。

新型コロナウイルス感染症への対応について
＜株主様へのお願い＞
・株主総会の議決権行使は、ご出席いただくほかに、書面またはインターネットによる方法も
ございますので、是非ご利用をご検討ください。
・株主総会へのご出席を検討されている株主様におかれましては、株主総会開催日での流行状
況やご自身の体調をお確かめのうえ、マスク着用などの感染予防対策にご協力いただきます
ようお願い申しあげます。

＜当社の対応について＞
・株主総会々場において、当社役員及び運営スタッフもマスクを着用させていただく予定です
ので、ご理解賜りますようお願い申しあげます。
・株主総会々場受付及び会場内には、アルコール消毒液を設置いたします。
・株主様同士のお席の間隔を広く取るため、間隔を空けてお席を設けさせていただきます。
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議決権行使のご案内

詳細は次ページをご覧ください。

当日ご出席いただける場合

株主総会日時

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

当日ご出席いただけない場合

郵送によるご行使

行使期限

インターネット等によるご行使

行使期限

「スマート行使」について
同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を
お読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要でアクセスできます。
※上記方法での議決権行使は1回に限ります。

2022年6月22日（水曜日）午前10時開催

2022年6月21日（火曜日）午後5時30分必着

2022年6月21日（火曜日）午後5時30分まで

書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットの行使を有効な行使とし
てお取り扱いいたします。

機関投資家の皆様は、㈱ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

当社の指定する議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、行使期限までに議案に対
する賛否をご入力ください。なお、インターネットで複数回数、議決権を行使された場合
は、最後の行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するよ
うご返送ください。
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議決権行使のご案内

詳細は次ページをご覧ください。

当日ご出席いただける場合

株主総会日時

同封の議決権行使書用紙を会場受付にご提出ください。

当日ご出席いただけない場合

郵送によるご行使

行使期限

インターネット等によるご行使

行使期限

「スマート行使」について
同封の議決権行使書用紙に記載された「スマートフォン用議決権行使ウェブサイトログインQRコード」を
お読み取りいただくことにより、「議決権行使コード」および「パスワード」が入力不要でアクセスできます。
※上記方法での議決権行使は1回に限ります。

2022年6月22日（水曜日）午前10時開催

2022年6月21日（火曜日）午後5時30分必着

2022年6月21日（火曜日）午後5時30分まで

書面とインターネットにより、重複して議決権を行使された場合は、インターネットの行使を有効な行使とし
てお取り扱いいたします。

機関投資家の皆様は、㈱ICJが運営する議決権電子行使プラットフォームをご利用いただけます。

当社の指定する議決権行使ウェブサイトにアクセスしていただき、行使期限までに議案に対
する賛否をご入力ください。なお、インターネットで複数回数、議決権を行使された場合
は、最後の行使を有効な行使としてお取り扱いいたします。

同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛否をご表示いただき、行使期限までに到着するよ
うご返送ください。

「スマート行使」によるご行使
議決権行使コードおよびパスワードを入力することなく議決権行使ウェブサイトにログインすることができます。

スマートフォン用議決権行使
ウェブサイトへアクセス

同封の議決権行使書用紙の右下「スマートフォン用議決権行
使ウェブサイトログインQRコード®」をスマートフォンかタ
ブレット端末で読み取ります。

表示されたURLを開くと議決権行使ウェブサ
イト画面が開きます。
議決権行使方法は2つあります。

※ 「QRコード」 は株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

議決権行使方法を選ぶ

各議案について個別に指示する場合、
画面の案内に従って各議案の賛否をご
入力ください

！ 一度議決権を行使した後で行使内容を変更される場合、
再度QR コード®を読み取り、議決権行使書用紙に記載
の「議決権行使コード」「パスワード」をご入力いただ
く必要があります。

１

２

３

確認画面で問題なければ
「この内容で行使する」ボタンを
押して行使完了

４
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インターネットによるご行使

https://soukai.mizuho-tb.co.jp/
議決権行使ウェブサイト

議決権行使ウェブサイトにアクセスしてください

■  「次へすすむ」をクリック

ふ0120-768-524（受付時間：平日午前9時～午後9時）

インターネットによる議決権行使で
パソコンやスマートフォン、携帯電話の操作方法などが
ご不明な場合は、右記にお問い合わせください。

みずほ信託銀行　証券代行部　インターネットヘルプダイヤル

１

■  「議決権行使コード」※を入力し、「次へ」をクリック

議決権行使書用紙に記載された 「議決権行使コード」をご入力ください２

■ �「初期パスワード」※を入力し、実際にご使用になる新しい
パスワードを設定してください

■  「登録」をクリック

※  「議決権行使コード」「初期パスワード」は、お手元の議決権行使書用紙の所有株式数が
印字されている面の左下に記載されています。

※   インターネット等による議決権行使は、当社の指定する議決権行使ウェブサイトをご
利用いただくことによってのみ可能です。

　  議決権行使ウェブサイトをご利用いただく際のプロバイダおよび通信事業者の料金（接
続料金等）は、株主様のご負担となります。

議決権行使書用紙に記載された 「パスワード」をご入力ください３

以降は画面の案内に従って賛否をご入力ください４
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株主総会参考書類

議案及び参考事項
第１号議案 剰余金の処分の件
当期の期末配当につきましては、当期の業績、当社グループを取り巻く経営環境等を総合的
に勘案し、株主の皆様のご支援にお応えするため、以下のとおりといたしたいと存じます。
（1）株主に対する配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金35円
総額 1,417,568,915円

（2）剰余金の配当が効力を生じる日
2022年６月23日

第２号議案 定款一部変更の件
１．提案の理由
「会社法の一部を改正する法律」（令和元年法律第70号）附則第１条ただし書きに規定す
る改正規定が2022年９月１日に施行されますので、株主総会参考書類の電子提供制度導入
に備えるため、次のとおり当社定款を変更するものです。
（1）株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし提供の規定（現行定款第17条）

は不要となるため、これを変更し、電子提供措置等の規定（変更案第17条）とする
ものです。

（2）変更案第17条第１項は、株主総会参考書類等の内容である情報について電子提供措
置をとる旨を定めるものであり、変更案第17条第２項は、書面交付請求をした株主
に交付する書面に記載する事項の範囲を限定するための規定を設けるものです。

（3）上記の変更に伴い、効力発生日等に関する附則を設けるものです。

2022年05月18日 19時25分 $FOLDER; 6ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）
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２．変更の内容
変更の内容は次のとおりであります。

（下線は変更部分）
現 行 定 款 変 更 案

（株主総会参考書類等のインターネット開示とみなし
提供）
第17条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会

参考書類、事業報告、計算書類および連結計算
書類に記載または表示をすべき事項に係る情報
を法務省令に定めるところに従いインターネッ
トを利用する方法で、開示することにより、株
主に対して提供したものとみなすことができ
る。

（電子提供措置等）

第17条 本会社は、株主総会の招集に際し、株主総会
参考書類等の内容である情報について、電子提
供措置をとる。
本会社は、電子提供措置をとる事項のうち法
務省令で定めるものの全部または一部につい
て、議決権の基準日までに書面交付請求した株
主に対して交付する書面に記載しないことがで
きる。

（新設） 附 則
第１条 定款第17条の変更は、会社法の一部を改正す

る法律（令和元年法律第70号）附則第１条ただ
し書きに規定する改正規定の施行の日（以下
「施行日」という）から効力を生ずる。
前項の規定にかかわらず、施行日から６か月
以内の日を株主総会の日とする株主総会につい
ては、変更前の定款第17条はなお効力を有す
る。
本附則は、施行日から６か月を経過した日ま
たは前項の株主総会の日から３か月を経過した
日のいずれか遅い日後にこれを削除する。
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第３号議案 取締役１名選任の件
取締役森川芳光は、本株主総会終結の時をもって取締役を辞任いたしますので、新たに取締
役１名の選任をお願いいたしたいと存じます。
取締役候補者は次のとおりであります。
氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 所有する当社の

株 式 の 数

新任
やま おか まさ お

山 岡 正 男
（1956年12月１日）

1975年４月 当社入社
2001年９月 当社名古屋支店兼名古屋営業部長
2003年６月 当社執行役員名古屋支店長兼名古屋営業部長
2007年６月 当社取締役名古屋支店長兼名古屋営業部長
2009年４月 当社取締役東京支店長兼ＲＳＩ営業部長
2011年４月 当社取締役営業管理担当兼東京支店長兼ＲＳＩ

営業部長
2015年３月 当社取締役営業管理担当兼東京支店長兼名古屋

支店長兼ＲＳＩ営業部長
2017年６月 当社常務取締役営業管理担当兼東京支店長兼名

古屋支店長兼ＲＳＩ営業部長
2019年６月 当社常務執行役員営業管理担当兼東京支店長兼

名古屋支店長兼ＲＳＩ営業部長
2020年７月 当社常務執行役員生産統括室長兼亀山工場長兼

リスク管理室長
2021年４月 当社常務執行役員生産統括室長兼リスク管理室

長
2022年４月 当社常務執行役員生産統括室長兼リスク管理室

長兼テクニカルセンター長
現在に至る

45,500株

【取締役候補者とした理由】
上記に記載のとおり、営業部門の業務の経験、当社の生産統括室長として、グループの生産部門を統括してお
ります。その職責も果たしており、当社の持続的な企業価値向上の実現に資する者であると判断し、取締役候
補者として選任をお願いするものであります。
（注）１．取締役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者が負担することになる被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含
む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を当
該保険契約により塡補することとしております。
候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
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第４号議案 監査役１名選任の件
監査役小川泰司は、本株主総会終結の時をもって辞任いたしますので、新たに監査役１名の
選任をお願いいたしたいと存じます。
なお、本議案に関しましては、監査役会の同意を得ております。
監査役候補者は次のとおりであります。
氏 名
（生 年 月 日） 略歴、地位及び重要な兼職の状況 所有する当社の

株 式 の 数

新任
もり かわ よし みつ

森 川 芳 光
（1950年２月19日）

1973年４月 当社入社
1996年２月 当社白河工場長
2001年９月 当社執行役員白河工場長
2006年６月 当社取締役白河工場長
2007年１月 当社取締役白河工場長兼生産統括室長
2007年６月 当社取締役生産統括室長
2008年４月 当社取締役生産統括室長兼ＴＱＭ推進室長
2009年６月 当社取締役生産統括室長兼ＴＱＭ推進室長兼営

業開発室担当
2010年４月 当社取締役生産統括室長兼営業開発室担当
2010年６月 当社常務取締役生産統括室長兼営業開発室担当
2012年４月 当社常務取締役生産統括室長兼鉄鋼副原料室担

当
2013年６月 当社専務取締役生産統括室長
2015年６月 当社代表取締役副社長生産統括室長
2019年６月 当社代表取締役副社長執行役員生産統括室長
2020年３月 当社代表取締役副社長執行役員生産統括室長兼

リスク管理室長
2020年７月 当社代表取締役副社長執行役員生産統括室担当

兼リスク管理室担当
現在に至る

49,700株

【監査役候補者とした理由】
上記に記載のとおり、生産部門における業務の経験、当社の生産統括室担当として、グループの生産部門を統
括してきた実績を有し、今後は監査役として適切な職務の遂行が期待できるものと判断し、監査役候補者とし
て選任をお願いするものであります。
（注）１．監査役候補者と当社との間に特別の利害関係はありません。

２．当社は、会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結し、
被保険者が負担することになる被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含
む。）に起因して損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を当
該保険契約により塡補することとしております。
候補者は、当該保険契約の被保険者に含められることとなります。
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第５号議案 取締役の報酬額改定の件
当社の取締役の報酬額は2017年６月23日開催の第90回定時株主総会において、取締役の
報酬額を「年額300百万円以内（うち社外取締役分は年額20百万円以内）」とご承認いただ
き今日に至っておりますが、コーポレートガバナンスの強化に伴う今後の取締役会の構成の
変更等諸般の事項を考慮して、取締役の報酬額を「年額500百万円以内（うち社外取締役分
は年額50百万円以内）」に改定することのご承認をお願いするものであります。
本議案は、当社の経営体制、取締役の員数及び今後の経済情勢等を総合的に勘案のうえ、
20頁に記載の「役員報酬等の内容の決定に関する方針等」に沿うものであるとの指名報酬
委員会からの答申に基づき、取締役会で決議していることから、内容は相当であると判断し
ております。
なお、取締役の報酬等の額には、従来どおり使用人兼務取締役の使用人分給与は含まないも
のといたしたいと存じます。
また、現在の取締役の員数は７名（うち社外取締役３名）でありますが、第３号議案をご承
認いただきますと取締役の員数は７名（うち社外取締役３名）となります。

以 上
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（添付書類）
事 業 報 告
（2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで）

１．企業集団の現況に関する事項
（1）事業の経過及びその成果

当連結会計年度におけるわが国経済は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、緊急事
態宣言やまん延防止等重点措置が度重なり発令されたことで、経済活動や消費活動が再び制
限を受けました。また、海外でも、依然として新型コロナウイルス感染症拡大の影響や、ロ
シアによるウクライナ侵攻により、世界経済の先行きは極めて不透明な状況で推移しまし
た。
こうした環境のもと、大手需要先である自動車メーカーは新型コロナウイルス感染症拡大
に加え、半導体や海外生産部品不足の影響があり減産を強いられました。しかし当社グルー
プにおいては、中国を中心とした海外の競合品の供給が減少したことと、アルミ相場の堅調
な価格の推移が追い風となり、販売数量は順調に推移しました。
この結果、当社グループの連結売上高につきましては、前年同期に比して平均販売価格も
上昇したことにより、アルミニウム二次合金地金1,579億９千４百万円（前年同期比77.6％
増）、商品・原料他780億６千２百万円（前年同期比55.4％増）で、これらを併せた売上高
総額は2,360億５千６百万円（前年同期比69.6％増）となりました。
また、収益面につきましては、製品価格と原料価格の価格差（スプレッド）が順調に推移
したことと、海外の連結子会社の業績が好調であったことにより、経常損益につきまして
は、206億６千５百万円（前年同期比128.4％増）の利益となり、親会社株主に帰属する純
損益は148億８千万円（前年同期比142.2％増）の利益を計上することとなりました。
なお、当連結会計年度より「収益認識に関する会計基準」等を適用しています。詳細は

「連結注記表」をご参照ください。
（企業集団の品目別販売実績）

品 名
第 94 期

（2020.４.１～2021.３.31）
第 95 期（当期）

（2021.４.１～2022.３.31） 対 前 期
増減金額

対前期
比 率

金 額 構成比率 金 額 構成比率
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

製 品 88,951 63.9 157,994 66.9 69,042 77.6
商品 ・ 原料他 50,243 36.1 78,062 33.1 27,819 55.4
合 計 139,194 100.0 236,056 100.0 96,861 69.6

（注） 構成比率、対前期比率は金額によっております。
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（当社の品目別販売実績）

品 名
第 94 期

（2020.４.１～2021.３.31）
第 95 期（当期）

（2021.４.１～2022.３.31） 対 前 期
増減金額

対前期
比 率

数 量 金 額 構成比率 数 量 金 額 構成比率

製

品

ア
ル
ミ
ニ
ウ
ム

二
次
合
金
地
金

トン 百万円 ％ トン 百万円 ％ 百万円 ％
ダイカスト用 147,193 30,284 34.1 156,340 48,250 33.4 17,966 59.3

鋳 物 用 36,616 8,385 9.5 41,304 14,055 9.7 5,669 67.6

圧 延 用 25,260 3,977 4.5 25,926 6,987 4.8 3,009 75.7

小 計 209,070 42,647 48.1 223,572 69,292 47.9 26,645 62.5

商品 ・ 原料他 － 46,040 51.9 － 75,274 52.1 29,233 63.5

合 計 209,070 88,688 100.0 223,572 144,567 100.0 55,879 63.0

（注） 構成比率、対前期比率は金額によっております。

（2）設備投資等の状況
設備投資につきましては、総額38億１千３百万円となりました。その主なものは、株式

会社聖心製作所及びセイシン（タイランド）の設備増設及びコストダウンのための生産合理
化への設備増強を実施したものであります。

（3）資金調達の状況
該当事項はありません。

（4）事業の譲渡、吸収分割または新設分割の状況
該当事項はありません。

（5）他の会社の事業の譲受けの状況
該当事項はありません。

（6）吸収合併または吸収分割による他の法人等の事業に関する権利義務の承継の状況
該当事項はありません。
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（7）他の会社の株式その他の持分または新株予約権等の取得または処分の状況
該当事項はありません。

（8）対処すべき課題
今後の見通しにつきましては、ウクライナ情勢の深刻化の影響による世界的な消費の落ち
込みや生産活動の停滞など、世界経済が減速することが懸念されており、予断を許さない状
況が続くと見込まれます。
同時に、当アルミニウム二次合金業界は大手需要先である自動車メーカーの半導体不足に
よる部品メーカーのサプライチェーンの混乱による影響が続き、先行きの不透明感が強い状
況で推移するものと思われます。
こうした中、当社グループは、需要に見合う効率的な生産体制、原材料の価格変動にも素
早く対応出来うる購買体制を構築するなど、時代の変化に敏速に対応し、社業の発展に万全
を期する所存であります。
株主各位におかれましては、今後とも変わらぬご支援ご指導を賜りますようお願い申しあ

げます。
（9）財産及び損益の状況の推移

区 分 第 92 期
（2018.４.１～2019.３.31）

第 93 期
（2019.４.１～2020.３.31）

第 94 期
（2020.４.１～2021.３.31）

第 95 期（当期）
（2021.４.１～2022.３.31）

売 上 高（百万円） 196,749 159,079 139,194 236,056
経 常 利 益（百万円） 7,125 7,723 9,046 20,665
親会社株主に帰属する当期純利益（百万円） 5,058 5,586 6,142 14,880
１株当たり当期純利益（円） 122.40 137.88 151.67 367.40
総 資 産（百万円） 90,802 83,234 97,567 141,616
純 資 産（百万円） 34,516 38,691 43,785 58,505
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（10）重要な親会社及び子会社の状況
①親会社の状況
該当事項はありません。
②重要な子会社の状況
会 社 名 資 本 金 当社の出資比率 主要な事業内容

株 式 会 社 九 州 ダ イ キ ア ル ミ
百万円
40

％
100.0 アルミニウム二次合金地金の製造

販売

株 式 会 社 ダ イ キ マ テ リ ア ル 300 100.0 非鉄金属のリサイクル及びアルミ
ニウム屑の売買

東 京 ア ル ミ セ ン タ ー 株 式 会 社 10 100.0 アルミニウム屑の売買

ダイキ インターナショナル トレーディング コーポレーション
百万米ドル

2 100.0 アルミニウム地金及びアルミニウ
ム屑の売買

ダイキアルミニウム インダストリー（タイランド）
百万バーツ

350 100.0 アルミニウム二次合金地金の製造
販売

セ イ シ ン（タイランド） 300 100.0 ダイカスト製品の製造販売

ダイキアルミニウム インダストリー インドネシア
百万ルピア
463,686 100.0 アルミニウム二次合金地金の製造

販売

ダイキアルミニウム インダストリー（マレーシア）
百万リンギット

17 100.0 アルミニウム二次合金地金の製造
販売

株 式 会 社 聖 心 製 作 所 百万円
300 99.7 ダイカスト製品の製造販売

ダイキアルミニウム インダストリー インディア
百万インドルピー

2,000 94.0 アルミニウム二次合金地金の製造
販売

大 紀 （佛 山） 経 貿 有 限 公 司
百万元
20 90.0 アルミニウム二次合金地金の販売

株 式 会 社 北 海 道 ダ イ キ ア ル ミ
百万円
60 86.7 アルミニウム二次合金地金の製造

販売

ダイキ オーエム アルミニウム インダストリー（フィリピンズ）
百万米ドル

1 60.0 アルミニウム二次合金地金の製造
販売

（11）主要な事業内容
アルミニウム二次合金地金（ダイカスト用・鋳物用・圧延用）の製造・販売を主な事業と
し、これに付帯する事業を営んでおります。なお、溶解技術と経験を活かし、溶解炉及び関
連設備・機器、溶解システム等の設計・製作・販売並びにその補修も行っております。
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（12）主要な拠点等
（当社）
本 社 大阪府大阪市西区土佐堀一丁目4番8号（日栄ビル8階）
東 京 支 店 東京都千代田区神田東松下町14番地（東信神田ビル8階）
名 古 屋 支 店 愛知県安城市赤松町広久手15番地
福 岡 出 張 所 福岡県糟屋郡宇美町貴船三丁目8番1号
テクニカルセンター 三重県亀山市川崎町字山新田1483番地1
工 場 亀山（三重県）・滋賀（滋賀県）・新城（愛知県）・結城（茨城県）・白河（福島県）
ロサンゼルス
駐 在 事 務 所 アメリカ合衆国 カリフォルニア州
ロシア代表事務所 ロシア連邦 モスクワ市
上海駐在事務所 中華人民共和国 上海市
（株式会社九州ダイキアルミ）
本 社 福岡県糟屋郡宇美町貴船三丁目8番1号
（株式会社聖心製作所）
本 社 滋賀県東近江市柴原南町字深谷1592番地1
（株式会社ダイキマテリアル）
本 社 三重県亀山市川崎町字地蔵僧1291番地1
大阪集荷センター 柏原（大阪府）
業 務 課 大阪（大阪府）
（東京アルミセンター株式会社）
本 社 東京都江戸川区松江七丁目6番23号
支 店 千葉（千葉県）
（株式会社北海道ダイキアルミ）
本 社 北海道苫小牧市字柏原6番地276 苫小牧東部工業団地
支 店 札幌（北海道）
（DAIKI INTERNATIONAL TRADING CORPORATION）
本 社 アメリカ合衆国 カリフォルニア州
（大紀（佛山）経貿有限公司）
本 社 中華人民共和国 佛山市
（DAIKI OM ALUMINIUM INDUSTRY（PHILIPPINES）,INC.）
本 社 フィリピン カビテ州
（PT.DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDONESIA）
本 社 インドネシア カラワン県
（DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY（MALAYSIA）SDN.BHD.）
本 社 マレーシア セランゴール州
（DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY（THAILAND）CO.,LTD.）
本 社 タイ王国 チョンブリ県
（SEISHIN（THAILAND）CO.,LTD.）
本 社 タイ王国 チョンブリ県
（DAIKI ALUMINIUM INDUSTRY INDIA PRIVATE LIMITED）
本 社 インド アンドラ・プラデシュ州

2022年05月18日 19時25分 $FOLDER; 15ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

16

（13）従業員の状況
事業の種類別セグメントの名称 従 業 員 数 前期末比増減

全社（共通） １，２３９名 ５２名増
（注） 従業員数には、使用人兼務取締役、嘱託、出向者及び臨時雇は含んでおりません。

（14）主要な借入先
借 入 先 借 入 額

百万円
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 １１，２８３
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 １０，２５８
株 式 会 社 り そ な 銀 行 ９，９６６
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 ９，９２８
三 井 住 友 信 託 銀 行 株 式 会 社 ３，１１２
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２．会社の株式に関する事項
（1）発行可能株式総数 １６０，０００，０００株
（2）発行済株式の総数 ４３，６２９，２３５株（自己株式３，１２７，２６６株を含む。）
（3）当期末株主数 １０，０８３名
（4）大株主

株 主 名 持 株 数 持 株 比 率
千株 ％

有 限 会 社 山 本 エ ス テ ー ト ３，４８０ ８．５
日 本 マ ス タ ー ト ラ ス ト 信 託 銀 行 株 式 会 社 ３，３９７ ８．３
山 本 隆 章 ２，２０５ ５．４
株 式 会 社 り そ な 銀 行 １，９０４ ４．７
株 式 会 社 日 本 カ ス ト デ ィ 銀 行 １，７９５ ４．４
株 式 会 社 三 菱 U F J 銀 行 １，５８０ ３．９
大 紀 ア ル ミ 得 意 先 持 株 会 １，１７７ ２．９
株 式 会 社 み ず ほ 銀 行 １，００４ ２．４
み ず ほ 信 託 銀 行 株 式 会 社 １，００３ ２．４
株 式 会 社 三 井 住 友 銀 行 １，００２ ２．４
（注）１．上記以外に自己株式を3,127,266株保有しております。

２．持株比率は、自己株式（3,127,266株）を控除して計算しております。

（5）その他株式に関する重要な事項
自己株式の取得、処分等及び保有
ア．取得株式

普通株式 291株
取得価額の総額 451,143円

イ．処分株式
該当なし

ウ．失効手続きをした株式
該当なし

エ．決算期における保有株式
普通株式 3,127,266株

オ．第94回定時株主総会後、定款授権に基づく取締役会決議により買い受けた自己株式
該当なし
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３．会社の新株予約権等に関する事項
（1）当事業年度の末日に当社役員が有する職務執行の対価として交付された新株予約権等の内

容の概要
2009年８月10日開催の取締役会決議による新株予約権
ア．新株予約権の数

772個
イ．新株予約権の目的となる株式の種類及び数
普通株式 772,000株（新株予約権１個につき1,000株）

ウ．新株予約権の払込金額
払込を要しない

エ．新株予約権の行使価額
１株あたり １円

オ．新株予約権の行使期間
2009年10月１日から2039年９月30日まで

カ．新株予約権の行使条件
（ア）各新株予約権の１個の一部行使は認めない。
（イ）新株予約権者は、行使可能期間内であることに加え、当社の取締役の地位を喪失し

た日の翌日を起算日として10日が経過するまでの間に限り、新株予約権を行使す
ることができる。

（ウ）新株予約権者が死亡した場合、新株予約権者の相続人のうち、新株予約権者の配偶
者、子、１親等の直系尊属に限り新株予約権を行使することができる。ただし、相
続人は、対象者が死亡退任した日の翌日から３ヶ月を経過する日までの間に限り、
新株予約権を行使することができる。

キ．その他取得の条件
（ア）当社が消滅会社となる合併契約書が承認されたとき、当社が完全子会社となる株式

交換契約書承認の議案または株式移転の議案が株主総会で承認されたときは、当社
は新株予約権を無償で取得することができる。

（イ）上記カ．に定める条件に該当しなくなった場合、当社は新株予約権を無償で取得す
ることができる。

ク．取締役、その他の役員の保有する新株予約権の区分別合計
新株予約権の数 目的である株式の数 保有者数

取締役（社外取締役を除く） 626個 626,000株 3名
（2）当事業年度中に当社従業員に対して職務執行の対価として交付された新株予約権の内容の

概要
該当事項はありません。
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４．会社役員に関する事項
（1）取締役及び監査役の氏名等

地 位 氏 名 担当及び重要な兼職の状況
代表取締役社長執行役員 山 本 隆 章
代表取締役副社長執行役員 森 川 芳 光 生産統括室担当兼リスク管理室担当
取締役専務執行役員 後 藤 和 示 海外事業室長
取締役専務執行役員 林 繁 典 資材管理部担当兼TQM推進室長
取 締 役 辰 野 守 彦 弁護士
取 締 役 礒 貝 英 士
取 締 役 谷 謙 二 日本冶金工業株式会社 社外取締役
常 勤 監 査 役 谷 敏 夫
監 査 役 小 川 泰 司
監 査 役 野 澤 密 孝

監 査 役 石 黒 訓
公認会計士 佐川急便株式会社 社外監査役
森下仁丹株式会社 社外取締役（監査等委員）
株式会社ソフトウェア・サービス 社外取締役

（注）１．2021年６月22日開催の第94回定時株主総会において、林繁典及び谷謙二は取締役に、石黒訓は監
査役に選任され、それぞれ就任いたしました。

２．2021年６月22日開催の第94回定時株主総会終結の時をもって、監査役䕃山幸男は任期満了により
退任いたしました。

３．取締役辰野守彦、礒貝英士及び谷謙二は社外取締役であります。
４．監査役野澤密孝及び石黒訓は社外監査役であります。
５．取締役辰野守彦、礒貝英士、谷謙二、監査役野澤密孝及び石黒訓は、東京証券取引所が指定を義務
付ける一般株主と利益相反が生じるおそれのない独立役員であります。

６．監査役谷敏夫は、長年に亘り当社管理部長として経理業務の経験を重ねてきており、財務及び会計
に関する相当程度の知見を有する者であります。

７．監査役小川泰司は、長年に亘り当社財務担当取締役として経理業務の経験を重ねてきており、財務
及び会計に関する相当程度の知見を有する者であります。

８．監査役石黒訓は、公認会計士の資格を有しており、財務及び会計に関する相当程度の知見を有する
者であります。

９．取締役専務執行役員林繁典は、大紀（佛山）経貿有限公司の董事長を兼務しております。

（2）責任限定契約の内容の概要
当社は、社外取締役及び社外監査役との間で、会社法第423条第１項の責任につき、善意
でかつ重大な過失がないときは、同法第425条第１項に定める最低責任限度額を限度として
責任を負担する旨を定めた契約を締結しております。
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（3）役員等賠償責任保険契約の内容の概要
当社は会社法第430条の３第１項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で

締結し、被保険者が会社の役員としての業務につき行った行為（不作為を含む。）に起因し
て損害賠償請求がなされたことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等を当該保険
契約により塡補することとしております。
当該役員等賠償責任保険契約の被保険者は、当社及び国内すべての子会社のすべての取締
役、監査役及び執行役員であり、その保険料を全額当社が負担しております。

（4）取締役及び監査役の報酬等の額
①取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針に関する事項
当社は、取締役の個人別の報酬等の内容に係る決定方針（以下、決定方針という。）を定
めており、その概要は、株主総会で決議された報酬総額の範囲内において、諸規程に基づ
き、世間水準、過去の実績、業績の動向及び経営内容を勘案し、役職やそれぞれの果たすべ
き役割・責任等に応じ決定することとしております。
報酬等の種類は、固定報酬である定期同額給与、業績連動報酬である業績連動給与によっ
て構成（ただし、社外取締役は固定報酬のみ）されております。
また、決定方針の決定に当たっては、任意の報酬委員会が原案について決定方針との整合
性を含めた多角的な検討を行っているため、基本的にその答申を尊重し取締役会において決
定することとしており、取締役の個人別の報酬等の内容の決定に当たっては、この手続きを
経ることで決定方針に沿うものであると判断しております。
監査役の報酬は、経営に対する独立性、客観性を重視する視点から固定報酬である定期同
額給与のみで構成され、各監査役の報酬額は、監査役の協議によって決定しております。

②取締役及び監査役の報酬等についての株主総会の決議に関する事項
当社の取締役の報酬額は2017年６月23日開催の第90回定時株主総会において年額300百
万円以内（うち、社外取締役年額20百万円以内）と決議されております（使用人兼務取締
役の使用人分給与は含まない）。当該定時株主総会終結時点の取締役の員数は10名（うち、
社外取締役は2名）です。
監査役の金銭報酬の額は、2006年６月23日開催の第79回定時株主総会において年額45

百万円以内と決議しております。当該定時株主総会終結時点の監査役の員数は４名です。
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③取締役及び監査役の報酬等の総額等
役員区分 報酬等の総額

（百万円）
報酬等の種類別の総額（百万円） 対象となる役員の人数基本報酬 業績連動報酬等

取締役
（うち社外取締役）

218
(14)

123
(14)

94
(－)

7
(3)

監査役
（うち社外監査役）

27
(7)

27
(7)

－
(－)

5
(3)

（注） 業績連動報酬等として取締役に対して業績連動の給与を支給しております。
業績連動報酬等の額の算定の基礎として選定した業績指標の内容は、当期の連結経常利益であり、
また、当該業績指標を選定した理由は、経営指標として重視し、経営活動全般の利益を表すもので
あり、貢献度を図る上での観点等から選定をしております。
業績連動報酬等の算定方法は、当期の連結経常利益に係数（1.24％）を乗じた金額になります。
なお、当事業年度を含む連結経常利益の推移は、１．（９）財産及び損益の状況の推移に記載のと
おりであります。

（5）社外役員に関する事項
①重要な兼職先と当社との関係
取締役谷謙二氏の兼職先である日本冶金工業株式会社と当社とは特別な関係はありませ
ん。
監査役石黒訓氏の兼職先である佐川急便株式会社、森下仁丹株式会社、株式会社ソフトウ
ェア・サービスと当社とは特別な関係はありません。
②主要取引先等特定関係事業者との関係
該当事項はありません。
③当事業年度における主な活動状況
区 分 氏 名 出 席 状 況 及 び 発 言 状 況

取 締 役 辰 野 守 彦
当期開催の取締役会13回全てに出席（出席率100.0%）
し、主に弁護士としての専門的見地から適宜発言を行っ
ております。

取 締 役 礒 貝 英 士 当期開催の取締役会13回全てに出席（出席率100.0%）
し、議案審議等に必要な発言を適宜行っております。

取 締 役 谷 謙 二
第94回定時株主総会において選任され、その後開催の取
締役会11回全てに出席（出席率100.0％）し、議案審議
等に必要な発言を適宜行っております。

監 査 役 野 澤 密 孝
当期開催の取締役会13回の内12回に出席（出席率
92.3%）し、また当期開催の監査役会12回の内11回に
出席（出席率91.6%）し、議案審議等に必要な発言を適
宜行っております。

監 査 役 石 黒 訓

第94回定時株主総会において選任され、その後開催の取
締役会11回の内10回に出席（出席率90.9％）し、また
その後開催の監査役会10回の内9回に出席（出席率90.0
％）し、主に公認会計士として培ってきた豊富な経験・
見地から適宜発言を行っております。

④当社の親会社または当社親会社の子会社から当事業年度の役員として受けた報酬等の額
該当事項はありません。
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５．会計監査人の状況
（1）会計監査人の名称

有限責任監査法人トーマツ

（2）当事業年度に係る会計監査人の報酬等の額
①公認会計士法第２条第１項の業務に係る報酬等の額
有限責任監査法人トーマツ 39百万円

②当社及び子会社が支払うべき金銭その他の財産上の利益の合計額
有限責任監査法人トーマツ 39百万円
（注）１．監査役会は、日本監査役協会が公表する「会計監査人との連携に関する実務指針」を踏まえ、

取締役、社内関係部署及び会計監査人から必要な資料の入手や報告を受け、前期の監査遂行状
況、当該期の監査計画の内容、監査時間、報酬見積りの相当性などを確認し、検討した結果、
会計監査人の報酬等につき、会社法第399条第1項の同意を行っております。

２．当社と会計監査人との間の監査契約において、会社法に基づく監査と金融商品取引法に基づく
監査の監査報酬の額を明確に区分しておらず、実質的にも区分できませんので、当該事業年度
に係る報酬等の額にはこれらの合計額を記載しております。

３．当社の一部の連結子会社につきましては、当社の会計監査人以外の監査法人の監査を受けてお
ります。

（3）非監査業務の内容
該当事項はありません。

（4）会計監査人の解任または不再任の決定の方針
監査役会は、会計監査人が会社法第340条第１項各号に定める項目に該当すると認められ
る場合は、監査役全員の同意に基づき、会計監査人を解任します。
また、監査役会は、会計監査人の監査品質、独立性等について問題があり、適正な職務の
遂行に支障があると認められる場合には、株主総会に提出する会計監査人の解任または不再
任に関する議案の内容を決定します。

2022年05月18日 19時25分 $FOLDER; 22ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



23

６．会社の体制及び方針
（1）取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制その他業務の適

正を確保するための体制
①当社及びグループ各社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを
確保するための体制
当社及びグループ各社の取締役及び使用人が法令・定款を遵守し、倫理を尊重する行動が
できるように、経営の基本方針に則った「行動指針」、「倫理規範」に基づき、その理念及
び精神を役職者をはじめとするグループ会社全使用人に周知・徹底することにより、法令
遵守と社会倫理の遵守を企業活動の原点とし、企業の社会的責任（ＣＳＲ）を全社員が自
覚することに努める。また、管理部を担当する役員をコンプライアンス全体に関する総括
責任者として、管理部がコンプライアンス体制の構築、維持、整備にあたり、内部通報者
保護制度の構築等を行う。

②取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
取締役の職務の執行、取締役会等の会社機関の意思決定に係る文書は法令・社内文書規程
に基づき保存及び管理を行う。
また、取締役及び監査役は、常時、これらの情報を閲覧することができるものとする。

③当社及びグループ各社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
ア．損失の危険の管理については、当社の「リスク管理室」の機能を強化し、当社及びグ
ループ各社が抱えるリスクの管理について必要な見直し・対応の検討、そのための研
修の実施等を行うこととする。
取締役会は定期的にリスク管理体制を見直し、問題点の把握と改善に努める。

イ．不測の事態が発生した場合には、代表取締役社長執行役員指揮下の対策本部を設置
し、迅速かつ厳正な対応を行い、被害の拡大を防止する体制を整えるものとする。

④当社及びグループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体
制
当社及びグループ各社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体
制の基礎として、取締役会を原則月１回定期的に開催するほか、適宜臨時に開催し、重要
事項の決定並びに取締役の業務執行状況の監督等を行う。また、取締役会の機能をより強
化し経営効率を向上させるため、取締役及び執行役員出席による経営会議を毎月２回以上
開催し、業務執行に関する基本事項及び重要事項に係わる意思決定を機動的に行う。
業務の運営については、将来の事業環境を踏まえて中期経営計画及び各年度予算を立案
し、全社的な目標を設定し、代表取締役及びその他の業務執行を担当する取締役は業務分
掌に基づき業務を執行する。なお、経済状況の変化等に対しては迅速かつ適正に対処す
る。
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⑤当社並びにその子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
ア．「関係会社管理規程」に基づき、子会社等の経営管理指導及び計数管理は当社の各担
当部門の責任者が行う。なお、当社代表取締役社長執行役員と子会社代表者との間で
の「トップ診断」を通じ、子会社の管理目標設定等の摺り合わせを行い、年２回以上
の会合を実施することを通じて子会社の事業活動及び業績の管理を行い、各社が自主
性を発揮しつつ、事業目的の遂行と安定成長を図るための指導・育成を図ることとし
ている。

イ．子会社には当社から取締役及び監査役を派遣し、子会社の業務の適正を監視できる体
制としている。

ウ．子会社は当社の監査室による定期的な内部監査の対象とし、監査結果は当社の代表取
締役及び監査役に報告する体制とする。

⑥監査役がその職務を補助すべき使用人を置くことを求めた場合における当該使用人に関す
る事項並びにその使用人の取締役からの独立性に関する事項、当該使用人に対する指示の
実効性の確保に関する事項
監査役の職務を補助すべき使用人は、監査役会の判断により、必要に応じてその業務補助
のため監査役スタッフを置くこととし、当該使用人は監査役の指揮命令下に置くものとす
る。また、その人事等については、独立性を保つように取締役と監査役が意見交換を行
う。

⑦当社及びグループ各社の取締役及び使用人が監査役に報告をするための体制その他の監査
役への報告に関する体制、報告をしたことを理由として不利な取扱いを受けないことを確
保するための体制
ア．当社及びグループ各社の取締役及び使用人は当社及びグループ各社の業務または業績
に与える重要な事項について監査役に報告するものとし、職務の執行に関する法令違
反、定款違反及び不正行為の事実、または当社及びグループ各社に損害を及ぼす事実
を知った時は、遅滞なく報告するものとする。なお、前記に関わらず、監査役は必要
に応じて、取締役及び使用人に対し報告を求め、自ら調査することができるものとす
る。

イ．監査役は、重要な意思決定の過程及び業務の執行状況を把握するため、取締役会及び
経営会議の他、業推会議その他の重要な会議に出席し、必要に応じて取締役及び使用
人にその説明を求めることとする。

ウ．当社は、当社及びグループ各社の取締役及び使用人が、当社監査役への報告を行った
ことを理由として不利な取扱いを行うことを禁止する旨を定め、当社グループ内にお
いて周知徹底する。
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⑧その他監査役の監査が実効的に行われることを確保するための体制
ア．監査役は、代表取締役、会計監査人、監査室及びグループ各社の監査役と情報交換に
努め、連携して当社及びグループ各社の監査の実効性を確保するものとする。

イ．当社は、監査役がその職務の執行につき、費用の前払等を請求した時は、請求にかか
る費用又は債務が当該監査役の職務の執行に関係しないと認められる場合を除き、速
やかに当該費用又は債務を処理する。

⑨反社会的勢力排除に向けた基本的な考え方及びその体制
当社及びグループ各社は、社会的責任及び企業防衛の観点から、反社会的勢力とは取引関
係及びその他いかなる関係も持たないとのグループ倫理規範を掲げている。その倫理規範
に基づき、一切の関係遮断のために、直接的なアプローチのほか、機関紙購入や一方的な
送付、寄付金・賛助金の支出、クレーム及び示談金の要求、広告掲載、口止め料、株主総
会関係等による間接的なアプローチに対しても、警察当局等と連携しながら毅然たる対応
で行動するものとしている。
これらにもかかわらず、反社会的勢力とは知らずに、当社の意に反して何らかの関係を有
してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点、あるいはその疑い
が生じた時点で、速やかに関係を解消することとする。
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（業務の適正を確保するための体制の運用状況）
当事業年度における業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は以下のとおりであ
ります。
上記に掲げた内部統制システムの施策及び規程に従って、具体的な取り組みを行うととも
に、内部統制システムの運用状況について重要な不備がないかモニタリングを常時行ってお
ります。
当社の取締役会は、社外取締役３名を含む７名で構成し、社外監査役２名を含む監査役４名
も出席した上で開催し、取締役の職務の執行を監督しております。
子会社については、「関係会社管理規程」に基づき、重要な事項を当社取締役会において審
議し、役員の派遣、定期的な内部監査を通じて子会社の適正な業務運営及び当社による実効
性のある管理の実現に努めております。
監査役は、監査方針を含む監査計画を策定し、原則月１回の監査役会を開催し監査役間の情
報共有に基づき会社の状況を把握し、必要な場合は提言の取りまとめを行っております。さ
らに取締役会に出席するとともに、取締役その他使用人と対話を行い、監査室・会計監査人
と連携し、取締役及び使用人の職務の執行状況を監査しております。
常勤監査役は、主要な稟議書の回付を受け取締役及び使用人の職務の執行状況を監査すると
ともに、経営会議の他、業推会議その他の重要な会議に出席し、必要な場合は説明を求めて
おります。

（2）株式会社の支配に関する基本方針
当社では、会社の財務及び事業の方針の決定を支配する者のあり方に関する基本方針につ

いては、特に定めておりません。
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連 結 貸 借 対 照 表
（2022年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 113,500 流 動 負 債 72,271

現 金 及 び 預 金 4,862 支払手形及び買掛金 13,858
受取手形及び売掛金 58,091 短 期 借 入 金 50,172
商 品 及 び 製 品 20,845 未 払 金 1,642
仕 掛 品 145 未 払 法 人 税 等 2,746
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 25,039 未 払 消 費 税 等 221
そ の 他 4,519 未 払 費 用 1,973
貸 倒 引 当 金 △3 賞 与 引 当 金 447

そ の 他 1,209
固 定 資 産 28,115
有形固定資産 22,615 固 定 負 債 10,839
建 物 及 び 構 築 物 8,665 長 期 借 入 金 8,531
機械装置及び運搬具 8,488 役員退職慰労引当金 12
工 具、器具及び備品 362 退職給付に係る負債 247
土 地 3,893 リ ー ス 債 務 75
リ ー ス 資 産 947 資 産 除 去 債 務 244
建 設 仮 勘 定 258 繰 延 税 金 負 債 1,576

そ の 他 150
無形固定資産 115 負債合計 83,110

純 資 産 の 部
投資その他の資産 5,384 株 主 資 本 55,526
投 資 有 価 証 券 3,832 資本金 6,346
長 期 貸 付 金 3 資本剰余金 8,843
退職給付に係る資産 656 利益剰余金 41,677
繰 延 税 金 資 産 348 自己株式 △1,341
そ の 他 805 その他の包括利益累計額 2,052
貸 倒 引 当 金 △262 その他有価証券評価差額金 1,233

繰延ヘッジ損益 △99
為替換算調整勘定 661
退職給付に係る調整累計額 256
新 株 予 約 権 145
非 支 配 株 主 持 分 781
純資産合計 58,505

資産合計 141,616 負債・純資産合計 141,616

2022年05月18日 19時25分 $FOLDER; 27ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

28

連 結 損 益 計 算 書
（2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 236,056
売 上 原 価 206,795
売 上 総 利 益 29,261
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 8,884
営 業 利 益 20,376
営 業 外 収 益
受 取 利 息 41
受 取 配 当 金 270
為 替 差 益 366
技 術 指 導 料 21
鉄 屑 売 却 益 146
そ の 他 205 1,052

営 業 外 費 用
支 払 利 息 627
手 形 売 却 損 9
そ の 他 126 763

経 常 利 益 20,665
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 11 11
特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 87 87
税 金 等 調 整 前 当 期 純 利 益 20,590
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 5,131
法 人 税 等 調 整 額 373 5,504
当 期 純 利 益 15,085
非支配株主に帰属する当期純利益 204
親会社株主に帰属する当期純利益 14,880
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連結株主資本等変動計算書
（2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで） （単位：百万円）

株 主 資 本
資 本 金 資本剰余金 利益剰余金 自 己 株 式 株主資本合計

当 期 首 残 高 6,346 8,843 28,538 △1,340 42,387
会計方針の変更による累積的影響額 － － △0 － △0
会計方針の変更を反映した当期首残高 6,346 8,843 28,538 △1,340 42,387
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － － △1,741 － △1,741
親会社株主に帰属
する当期純利益 － － 14,880 － 14,880

自己株式の取得 － － － △0 △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） － － － － －

当 期 変 動 額 合 計 － － 13,138 △0 13,138
当 期 末 残 高 6,346 8,843 41,677 △1,341 55,526

（単位：百万円）
その他の包括利益累計額

新株
予約権

非支配
株主持分

純資産
合計

その他
有価証券
評価差額金

繰延ヘッジ
損益

為替換算
調整勘定

退職給付
に係る調
整累計額

その他の
包括利益
累計額合計

当 期 首 残 高 1,195 14 △745 236 700 145 551 43,785
会計方針の変更による累積的影響額 － － － － － － － △0
会計方針の変更を反映した当期首残高 1,195 14 △745 236 700 145 551 43,784
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － － － － － － － △1,741
親会社株主に帰属
する当期純利益 － － － － － － － 14,880

自己株式の取得 － － － － － － － △0
株主資本以外の項目の
当期変動額（純額） 37 △113 1,407 19 1,351 － 230 1,581

当 期 変 動 額 合 計 37 △113 1,407 19 1,351 － 230 14,720
当 期 末 残 高 1,233 △99 661 256 2,052 145 781 58,505
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貸 借 対 照 表
（2022年３月31日現在）

（単位：百万円）
資 産 の 部 負 債 の 部

科 目 金 額 科 目 金 額
流 動 資 産 62,720 流 動 負 債 41,660

現 金 及 び 預 金 2,663 支 払 手 形 4,189
受 取 手 形 7,114 買 掛 金 5,578
売 掛 金 32,774 短 期 借 入 金 22,043
商 品 及 び 製 品 13,949 １年内返済予定の長期借入金 4,777
原 材 料 及 び 貯 蔵 品 4,915 リ ー ス 債 務 7
短 期 貸 付 金 151 未 払 金 1,267
未 収 入 金 614 未 払 法 人 税 等 1,233
そ の 他 535 未 払 費 用 1,275

固 定 資 産 23,559 賞 与 引 当 金 325
（有形固定資産） （7,805） 設 備 関 係 支 払 手 形 483
建 物 2,504 そ の 他 478
構 築 物 717 固 定 負 債 7,606
機 械 及 び 装 置 1,773 長 期 借 入 金 7,006
車 両 運 搬 具 114 リ ー ス 債 務 2
工具、器具及び備品 93 資 産 除 去 債 務 183
土 地 2,478 繰 延 税 金 負 債 262
リ ー ス 資 産 8 そ の 他 150
建 設 仮 勘 定 114 負債合計 49,267

（無形固定資産） （91） 純 資 産 の 部
電 話 加 入 権 7 株 主 資 本 35,733
借 地 権 35 （資本金） （6,346）
ソ フ ト ウ ェ ア 48 （資本剰余金） （8,835）
そ の 他 0 資 本 準 備 金 2,400

（投資その他の資産） （15,661） そ の 他 資 本 剰 余 金 6,435
投 資 有 価 証 券 3,486 （利益剰余金） （21,891）
関 係 会 社 株 式 11,130 そ の 他 利 益 剰 余 金 21,891
関 係 会 社 出 資 金 378 圧 縮 積 立 金 4
長 期 貸 付 金 3 別 途 積 立 金 2,000
前 払 年 金 費 用 287 繰 越 利 益 剰 余 金 19,887
長 期 前 払 費 用 41 （自己株式） （△1,341）
差 入 保 証 金 164 評価・換算差額等 1,133
そ の 他 176 （その他有価証券評価差額金） （1,233）
貸 倒 引 当 金 △8 （繰延ヘッジ損益） （△99）

新 株 予 約 権 145
純資産合計 37,012

資産合計 86,279 負債・純資産合計 86,279
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損 益 計 算 書
（2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで） （単位：百万円）

科 目 金 額
売 上 高 144,567
売 上 原 価 135,580
売 上 総 利 益 8,986
販 売 費 及 び 一 般 管 理 費 3,661
営 業 利 益 5,325
営 業 外 収 益
受 取 利 息 及 び 配 当 金 3,640
技 術 指 導 料 178
受 取 地 代 及 び 家 賃 92
為 替 差 益 9
鉄 屑 売 却 益 126
貸 倒 引 当 金 戻 入 額 5
そ の 他 108 4,162

営 業 外 費 用
支 払 利 息 222
減 価 償 却 費 37
支 払 手 数 料 10
そ の 他 38 308

経 常 利 益 9,178
特 別 利 益
固 定 資 産 売 却 益 2 2
特 別 損 失
固 定 資 産 除 売 却 損 54 54
税 引 前 当 期 純 利 益 9,127
法 人 税、 住 民 税 及 び 事 業 税 1,989
法 人 税 等 調 整 額 △12 1,976
当 期 純 利 益 7,150
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株主資本等変動計算書
（2021

2022
年
年
４
３
月
月
１
31
日から
日まで） （単位：百万円）
株 主 資 本

資 本 金
資 本 剰 余 金

資 本 準 備 金 その他資本剰余金
当 期 首 残 高 6,346 2,400 6,435
会計方針の変更による累積的影響額 － － －
会計方針の変更を反映した当期首残高 6,346 2,400 6,435
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － － －
圧 縮 積 立 金 の 取 崩 － － －
当 期 純 利 益 － － －
自 己 株 式 の 取 得 － － －
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額（純額） － － －

当 期 変 動 額 合 計 － － －
当 期 末 残 高 6,346 2,400 6,435
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（単位：百万円）
株 主 資 本

利 益 剰 余 金
自 己 株 式 株主資本合計そ の 他 利 益 剰 余 金

圧縮積立金 別途積立金 繰越利益剰余金
当 期 首 残 高 6 2,000 14,476 △1,340 30,324
会計方針の変更による累積的影響額 － － △0 － △0
会計方針の変更を反映した当期首残高 6 2,000 14,476 △1,340 30,324
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － － △1,741 － △1,741
圧 縮 積 立 金 の 取 崩 △2 － 2 － －
当 期 純 利 益 － － 7,150 － 7,150
自 己 株 式 の 取 得 － － － △0 △0
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額（純額） － － － － －

当 期 変 動 額 合 計 △2 － 5,411 △0 5,408
当 期 末 残 高 4 2,000 19,887 △1,341 35,733

2022年05月18日 19時25分 $FOLDER; 33ページ （Tess 1.50(64) 20201224_01）



招
集
ご
通
知

株
主
総
会
参
考
書
類

事
業
報
告

連
結
計
算
書
類

計
算
書
類

監
査
報
告
書

34

（単位：百万円）
評 価 ・ 換 算 差 額 等

新株予約権 純資産合計その他有価証券
評価差額金 繰延ヘッジ損益 評価・換算

差額等合計
当 期 首 残 高 1,195 14 1,209 145 31,679
会計方針の変更による累積的影響額 － － － － △0
会計方針の変更を反映した当期首残高 1,195 14 1,209 145 31,679
当 期 変 動 額
剰 余 金 の 配 当 － － － － △1,741
圧 縮 積 立 金 の 取 崩 － － － － －
当 期 純 利 益 － － － － 7,150
自 己 株 式 の 取 得 － － － － △0
株 主 資 本 以 外 の 項 目 の
当 期 変 動 額（純額） 37 △113 △76 － △76

当 期 変 動 額 合 計 37 △113 △76 － 5,332
当 期 末 残 高 1,233 △99 1,133 145 37,012
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連結計算書類に係る会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2022年５月９日

株式会社大紀アルミニウム工業所
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ
大阪事務所
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 藤 川 賢
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 河 越 弘 昭

監査意見
当監査法人は、会社法第444条第4項の規定に基づき、株式会社大紀アルミニウム工業所の2021年4月1日か

ら2022年3月31日までの連結会計年度の連結計算書類、すなわち、連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株
主資本等変動計算書及び連結注記表について監査を行った。
当監査法人は、上記の連結計算書類が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、株式会社大紀アルミニウム工業所及び連結子会社からなる企業集団の当該連結計算書類に係る期間の財産及
び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「連結計算書類の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社及び連結子会社から独立しており、また、監査人としての
その他の倫理上の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手し
たと判断している。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の連結計算書類に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はそ

の他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
連結計算書類の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他

の記載内容と連結計算書類又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討する
こと、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うこと
にある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実

を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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連結計算書類に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して連結計算書類を作成

し適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない連結計算書類を作成し適正
に表示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
連結計算書類を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき連結計算書類を作成することが適切で

あるかどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関す
る事項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。
連結計算書類の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての連結計算書類に不正又は誤謬による重要な

虚偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から連結計算書類に対す
る意見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計する
と、連結計算書類の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断され
る。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・連結計算書類の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、
リスク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討
する。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として連結計算書類を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証
拠に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認めら
れるかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において
連結計算書類の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する連結計算書類の注記事項が適切
でない場合は、連結計算書類に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監
査報告書日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続
できなくなる可能性がある。
・連結計算書類の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し
ているかどうかとともに、関連する注記事項を含めた連結計算書類の表示、構成及び内容、並びに連結計算書
類が基礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
・連結計算書類に対する意見を表明するために、会社及び連結子会社の財務情報に関する十分かつ適切な監査
証拠を入手する。監査人は、連結計算書類の監査に関する指示、監督及び実施に関して責任がある。監査人
は、単独で監査意見に対して責任を負う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するため
にセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。
利害関係
会社及び連結子会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関

係はない。
以 上
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会計監査人の監査報告書 謄本

独立監査人の監査報告書
2022年５月９日

株式会社大紀アルミニウム工業所
取 締 役 会 御 中

有限責任監査法人トーマツ
大阪事務所

指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 藤 川 賢
指定有限責任社員
業務執行社員 公認会計士 河 越 弘 昭

監査意見
当監査法人は、会社法第436条第2項第1号の規定に基づき、株式会社大紀アルミニウム工業所の2021年4月1

日から2022年3月31日までの第95期事業年度の計算書類、すなわち、貸借対照表、損益計算書、株主資本等変
動計算書及び個別注記表並びにその附属明細書（以下「計算書類等」という。）について監査を行った。
当監査法人は、上記の計算書類等が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠し

て、当該計算書類等に係る期間の財産及び損益の状況を、全ての重要な点において適正に表示しているものと認
める。

監査意見の根拠
当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に準拠して監査を行った。監査の基準

における当監査法人の責任は、「計算書類等の監査における監査人の責任」に記載されている。当監査法人は、
我が国における職業倫理に関する規定に従って、会社から独立しており、また、監査人としてのその他の倫理上
の責任を果たしている。当監査法人は、意見表明の基礎となる十分かつ適切な監査証拠を入手したと判断してい
る。

その他の記載内容
その他の記載内容は、事業報告及びその附属明細書である。経営者の責任は、その他の記載内容を作成し開示

することにある。また、監査役及び監査役会の責任は、その他の記載内容の報告プロセスの整備及び運用におけ
る取締役の職務の執行を監視することにある。
当監査法人の計算書類等に対する監査意見の対象にはその他の記載内容は含まれておらず、当監査法人はその

他の記載内容に対して意見を表明するものではない。
計算書類等の監査における当監査法人の責任は、その他の記載内容を通読し、通読の過程において、その他の

記載内容と計算書類等又は当監査法人が監査の過程で得た知識との間に重要な相違があるかどうか検討するこ
と、また、そのような重要な相違以外にその他の記載内容に重要な誤りの兆候があるかどうか注意を払うことに
ある。
当監査法人は、実施した作業に基づき、その他の記載内容に重要な誤りがあると判断した場合には、その事実

を報告することが求められている。
その他の記載内容に関して、当監査法人が報告すべき事項はない。
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計算書類等に対する経営者並びに監査役及び監査役会の責任
経営者の責任は、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して計算書類等を作成し

適正に表示することにある。これには、不正又は誤謬による重要な虚偽表示のない計算書類等を作成し適正に表
示するために経営者が必要と判断した内部統制を整備及び運用することが含まれる。
計算書類等を作成するに当たり、経営者は、継続企業の前提に基づき計算書類等を作成することが適切である

かどうかを評価し、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に基づいて継続企業に関する事
項を開示する必要がある場合には当該事項を開示する責任がある。
監査役及び監査役会の責任は、財務報告プロセスの整備及び運用における取締役の職務の執行を監視すること

にある。

計算書類等の監査における監査人の責任
監査人の責任は、監査人が実施した監査に基づいて、全体としての計算書類等に不正又は誤謬による重要な虚

偽表示がないかどうかについて合理的な保証を得て、監査報告書において独立の立場から計算書類等に対する意
見を表明することにある。虚偽表示は、不正又は誤謬により発生する可能性があり、個別に又は集計すると、計
算書類等の利用者の意思決定に影響を与えると合理的に見込まれる場合に、重要性があると判断される。
監査人は、我が国において一般に公正妥当と認められる監査の基準に従って、監査の過程を通じて、職業的専

門家としての判断を行い、職業的懐疑心を保持して以下を実施する。
・不正又は誤謬による重要な虚偽表示リスクを識別し、評価する。また、重要な虚偽表示リスクに対応した監
査手続を立案し、実施する。監査手続の選択及び適用は監査人の判断による。さらに、意見表明の基礎となる
十分かつ適切な監査証拠を入手する。
・計算書類等の監査の目的は、内部統制の有効性について意見表明するためのものではないが、監査人は、リ
スク評価の実施に際して、状況に応じた適切な監査手続を立案するために、監査に関連する内部統制を検討す
る。
・経営者が採用した会計方針及びその適用方法の適切性、並びに経営者によって行われた会計上の見積りの合
理性及び関連する注記事項の妥当性を評価する。
・経営者が継続企業を前提として計算書類等を作成することが適切であるかどうか、また、入手した監査証拠
に基づき、継続企業の前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況に関して重要な不確実性が認められ
るかどうか結論付ける。継続企業の前提に関する重要な不確実性が認められる場合は、監査報告書において計
算書類等の注記事項に注意を喚起すること、又は重要な不確実性に関する計算書類等の注記事項が適切でない
場合は、計算書類等に対して除外事項付意見を表明することが求められている。監査人の結論は、監査報告書
日までに入手した監査証拠に基づいているが、将来の事象や状況により、企業は継続企業として存続できなく
なる可能性がある。
・計算書類等の表示及び注記事項が、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して
いるかどうかとともに、関連する注記事項を含めた計算書類等の表示、構成及び内容、並びに計算書類等が基
礎となる取引や会計事象を適正に表示しているかどうかを評価する。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、計画した監査の範囲とその実施時期、監査の実施過程で識別した内

部統制の重要な不備を含む監査上の重要な発見事項、及び監査の基準で求められているその他の事項について報
告を行う。
監査人は、監査役及び監査役会に対して、独立性についての我が国における職業倫理に関する規定を遵守した

こと、並びに監査人の独立性に影響を与えると合理的に考えられる事項、及び阻害要因を除去又は軽減するため
にセーフガードを講じている場合はその内容について報告を行う。

利害関係
会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以 上
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監査役会の監査報告書 謄本

監 査 報 告 書
当監査役会は、２０２１年４月１日から２０２２年３月３１日までの第９５期事業年度の
取締役の職務の執行に関して、各監査役が作成した監査報告書に基づき、審議のうえ、本監
査報告書を作成し、以下のとおり報告いたします。

１．監査役及び監査役会の監査の方法及びその内容
（1）監査役会は、監査の方針、職務の分担等を定め、各監査役から監査の実施状況及び結
果について報告を受けるほか、取締役等及び会計監査人からその職務の執行状況につい
て報告を受け、必要に応じて説明を求めました。

（2）各監査役は、監査役会が定めた監査の方針、職務の分担等に従い、インターネット等
を経由した手段も活用しながら、取締役、執行役員、監査室その他の使用人等と意思疎
通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、以下の方法で監査を実
施いたしました。
①取締役会その他重要な会議に出席し、取締役及び使用人等からその職務の執行状況に
ついて報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、本社及び
主要な事業所において業務及び財産の状況を調査いたしました。また、子会社につい
ては、子会社の取締役及び監査役等と意思疎通及び情報の交換を図り、必要に応じて
子会社から事業の報告を受けました。
②事業報告に記載されている取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保
するための体制その他株式会社及びその子会社から成る企業集団の業務の適正を確保
するために必要なものとして会社法施行規則第100条第1項及び第3項に定める体制
の整備に関する取締役会決議の内容及び当該決議に基づき整備されている体制（内部
統制システム）について、取締役及び使用人等からその構築及び運用の状況について
定期的に報告を受け、必要に応じて説明を求め、意見を表明いたしました。
③会計監査人が独立の立場を保持し、かつ、適正な監査を実施しているかを監視及び検
証するとともに、会計監査人からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応
じて説明を求めました。また、会計監査人から「職務の遂行が適正に行われることを
確保するための体制」（会社計算規則第131条各号に掲げる事項）を「監査に関する
品質管理基準」（平成17年10月28日企業会計審議会）等に従って整備している旨の
通知を受け、必要に応じて説明を求めました。

以上の方法に基づき、当該事業年度に係る事業報告及びその附属明細書、計算書類（貸借
対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書及び個別注記表）及びその附属明細書並びに連
結計算書類（連結貸借対照表、連結損益計算書、連結株主資本等変動計算書及び連結注記
表）について検討いたしました。
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２．監査の結果
（1）事業報告等の監査結果
① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、会社の状況を正しく示して
いるものと認めます。
② 取締役の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事
実は認められません。
③ 内部統制システムに関する取締役会決議の内容は相当であると認めます。また、当
該内部統制システムに関する事業報告の記載内容及び取締役の職務の執行について
も、指摘すべき事項は認められません。

（2）計算書類及びその附属明細書の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

（3）連結計算書類の監査結果
会計監査人有限責任監査法人トーマツの監査の方法及び結果は相当であると認めま
す。

２０２２年５月１１日
株式会社大紀アルミニウム工業所 監査役会

常勤監査役 谷 敏 夫 ㊞
監 査 役 小 川 泰 司 ㊞
社外監査役 野 澤 密 孝 ㊞
社外監査役 石 黒 訓 ㊞

以 上
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